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問合先 ��教育委員会事務局学校教育課教育研究グループ（☎84－5077）

　県では、児童・生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができ
るよう「三重県いじめ防止条例」を施行しています。いじめの防止等に関す
る県民の理解を深め、社会総がかりでいじめの問題を克服するため、毎年４
月と11月を「いじめ防止強化月間」としています。
　11月、市内小・中学校でも学級会の話し合い、児童会や生徒会による取り
組み、ピンクシャツ運動（いじめ撲滅の世界的な取り組み）など、いじめ絶対反対の運動が行われます。

●子どもSNS相談みえ
　（平日午後５時～10時）

●チャイルドヘルプラインMIEネットワーク
　こどもほっとダイヤル
　　【通話料無料】☎0800－200－2555
　　（毎日午後１時～９時、年末年始は休み）
　チャイルドライン
　　【通話料無料】☎0120－99－7777
　　（毎日午後4時～９時、年末年始は休み）

●教育相談（こどもの心やからだの問題、不登校の相談）
　　☎059－226－3729
　　（�月・水・金曜日�午前９時～午後９時、火・木曜日�午前９時～午後５時）
●いじめ・不登校などの相談
　いじめ電話相談
　　☎059－226－3779（毎日24時間）
　24時間子供SOSダイヤル
　　【通話料無料】☎0120－0－78310（毎日24時間）
　子どもの人権110番
　　【通話料無料】☎0120－007－110
　　（平日午前8時30分～午後５時15分）

　学校では、子どもたちに「あいさつ」「あんぜん」「あとしまつ」「ありがとう」の４つの「あ」の大切さを話してきました。
　これからもこの４つの「あ」を大切にしつつ、学校を支えていく「あきらめない」気持ちを加えた５つの「あ」（5A）の精神で、次
の５つの内容を特に大切に、「子どもたちの笑顔とあいさつ、教職員のやる気あふれる学校づくり」に取り組んでまいります。

11月は「三重県いじめ防止強化月間」です

ひとりで悩まず相談しよう　※他の相談窓口について詳しくは、広報かめやま16日号の「広報ガイド」をご確認ください。

子ども専用相談窓口 各種相談窓口

①幼児教育の充実
　◦小学校との円滑な接続
　◦就学前教育の重要性の保護者との共有・啓発
②人権教育の推進
　◦「自分がされたり言われたりしていやなことは、他

ひ と
人には絶対

　　にしない、言わない」という基本的なルールの徹底
　◦�なかまの大切さ　◦いのちの大切さ
　◦親和的な学級・学校づくり
③ICTの効果的な活用
　◦有効的な活用方法の研究（学びの継続と保障）
　◦学校間ネットワークを活用した授業交流や発表

④学校運営協議会の活性化
　◦�家庭・地域住民との話し合い等による信頼関係
や協力関係の向上

　◦�地域人材を講師に招く、地域ならではの教材に
よる教育内容の充実

　◦地域・家庭の教育力の向上による地域づくり
⑤教職員のやる気向上
　◦教職員の強みを伸ばす助言・支援
　◦教職員の働き方を支える教育環境整備
　◦教師のICT活用能力の向上
　◦管理職のマネジメント能力の向上

教育長　中原�博

（１）市の相談窓口

（２）県などの相談窓口

●いじめ・体罰等学校生活に関すること 学校教育課教育研究グループ（☎84－5077）月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分
●不登校に関すること 適応指導教室「ふれあい教室」（☎82－6000）月～金曜日 午前8時30分～午後5時
●引きこもり・ニートに関すること 青少年総合支援センター（☎82－6000） 月～金曜日 午前9時～午後5時
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AAの精神で 子どもたちの笑顔とあいさつあふれる学校づくりを目指します！


